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第 1章 はじめに 
 

 

１．計画策定の趣旨 

人口減少や少子高齢化の進行、新型コロナウイルス感染症の拡大により生活様式が変化し、全

国的に地域公共交通を取り巻く環境は年々厳しさを増していますが、学生や車を持たない高齢者

にとって、地域公共交通の維持・確保は必要不可欠です。 

また、移動ニーズの多様化により求められるサービスも様々である一方、公共交通サービスの

担い手も慢性的に不足しているため、今の時代に合った本市の地域公共交通の在り方を模索して

いく必要があります。 

令和2年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が施行さ

れ、地域の輸送資源を総動員し、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにす

る「地域公共交通計画」（法定計画）の策定が地方公共団体の努力義務となりました。さらに、

令和5年の改正では、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の連携・協働による「共創」

を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークを「リ・デザイン」（再

構築）する必要性が示されました。 

こうしたことを受け、高梁市では、本市を取り巻く社会状況の変化や地域公共交通の課題を把

握し、市民の移動手段を維持・確保するとともに、持続可能な地域公共交通ネットワークを形成

するため、高梁市地域公共交通計画を策定します。 

 

 

２．計画の区域 

高梁市全域とします。 

 

 

３．計画の期間 

令和 7年 4月～令和 14年 3月までの 7年間とします。 

 

  

第１章 
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第 2章 地域の現状 
 

 

１．位置・地勢 

⚫ 高梁市は、岡山県の中西部に位置し、東は吉備中央町、西は広島県庄原市、神石高原町、

南は井原市、総社市、北は新見市、真庭市と接しています。 

⚫ 市の中央部には県下三大河川のひとつ、高梁川が南北に貫流し、高梁川、成羽川及び有漢

川の流域の平地に市街地が広がり、その他は、急峻な傾斜部及び起伏が激しい高原部に集

落が点在しています。 

 

 

▲高梁市の位置・地勢 

第２章 
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２．人口・世帯 

⚫ 令和 2年の国勢調査人口は 29,072人と、平成 22年からの 10年間で約 5,900人減少し

ており、令和 12 年には約 6,700 人（23％）減少し、約 22,400 人になると予想されて

います。 

⚫ 65歳以下の人口は令和 2年 11,923人で平成 22年から約 500人減少、令和 12年には

約 1,700人（14％）減少し、約 10,300人になると予想されます。 

⚫ 年少人口は令和 2年 2,550人で平成 22年から約 900人減少、令和 12年には約 1,000

人（40％）減少し、約 1,500人になると予想されます。 

⚫ 令和 2年の高齢化率は 41.0％と、平成 22年からの 10年間で 5.5ポイント上昇しており、

今後も上昇が見込まれます。 

 

▲人口・高齢化率の推移と将来推計 

▼世帯数の推移 
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資料：国勢調査・国立社会保障人口問題研究所将来推計人口

H22年 14,077世帯 (100%) 4,121世帯 (29%) 1,998世帯 (14%) 2,123世帯 (15%)

H27年 13,431世帯 (100%) 4,106世帯 (31%) 2,075世帯 (15%) 2,031世帯 (15%)

R  2年 12,838世帯 (100%) 4,166世帯 (32%) 2,175世帯 (17%) 1,991世帯 (16%)

H22年比 △ 1,239世帯 (△9%) 45世帯 (1%) 177世帯 (9%) △ 132世帯 (△6%)

資料：令和2年国勢調査

全世帯
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65歳以上の単独世帯
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▲人口分布 

 
▲65 歳以上人口分布 
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３．通勤・通学流動 

市内在住の就業者・通学者は減少傾向となっていますが、令和 2 年の数値を見ると、81.5%

が市内に通勤・通学しています。流出は2,441人、流入は4,569人で、流入超過となっていま

す。また、その推移を見ても、流入率が増加する傾向にあります。    

流出・流入先は総社市・岡山市・倉敷市が上位を占めており、これら県南3市との関係性の強

さがうかがえます。 

▼高梁市に係る通勤・通学流動（15 歳以上） 

 

 

 ▲高梁市に係る通勤・通学流動（15 歳以上） 

就業者・

通学者

（人）

流出率

（％）

就業者・

通学者

（人）

流入率

（％）

人数

（人）

割合

（％）

H17 18,441 2,736 14.8 19,341 3,636 18.8 104.9 15,705 85.2

H22 18,719 2,924 15.6 20,514 4,562 22.2 109.6 15,627 83.5

H27 16,908 2,589 15.3 19,118 4,760 24.9 113.1 14,037 83.0

R2 15,288 2,441 16.0 17,508 4,569 26.1 114.5 12,467 81.5

資料：国勢調査
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12,467 
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神石高原町 

福山市 

令和 2 年国勢調査 
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４．移動目的地となる施設の分布 

4-1主要施設 

医療機関、商業施設、高校の多くは、備中高梁駅周辺の中心市街地に集積しているとともに、

落合小学校周辺の国道 313 号沿いには商業施設が、成羽地域局周辺には医療機関が集積して

います。福祉施設やその他の公共施設は、市全域に広く分布しています。 

 

▲主要施設の立地 
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4-2観光資源 

観光施設は、市内全域に広く分布しています。 

 

▲観光資源分布 
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第 3章 まちづくりの方向性 
 

 

１．上位計画 

1-1高梁市総合計画（令和 3年 3月） 

都市像・基本理念・基本方針・施策体系 

【都市像】 

健
けん

幸
こう

都市
と し

 たかはし 

【まちづくりの基本理念】 

”つながり”から創る心豊かなまちづくり 

【基本方針】 

1．地域産業・地域資源を活かした活力あるま
ち 

2．美しい自然環境と快適な生活基盤が調和し
た安心・安全のまち 

3．心のつながりを大切に支え合い助け合う健
康のまち 

4．たくましく豊かな心を未来へつなぐ学びの
まち 

5．多様な主体との連携・協働による持続可能
なまち 

【施策体系】 

基本 

方針 
政策 施策 

1 

１．地域産業の振興と安心して働ける環境づく

りを進めます 

➀農林水産業の振興 

➁農山村の振興 

➂商工業の振興 

➃新たな産業の創出と雇用環境の充実 

２．観光交流人口を拡大し賑わいあるまちづく

りを進めます 
➀観光の振興 

2 

１．自然を守り環境にやさしいまちづくりを進

めます 

➀環境保全対策の推進 

➁循環型社会の形成 

２．安心・安全なまちづくりを進めます ➀生活安全対策の充実 

３．都市機能の維持と快適な住環境の整備を進

めます 

➀都市機能の維持・確保 

➁公共交通手段の確保 

➂社会インフラの充実 

3 

１．健康で心豊かに暮らせる環境を整えます 

➀健康づくりの推進 

➁地域包括ケアシステムの推進 

➂地域医療体制の充実 

➃感染症対策の推進 

２．安心して子どもが生まれ育つことができる

環境を整えます 
➀子育て支援の充実 

３．みんなで支え合い助け合う地域福祉活動を

進めます 

➀障害者（児）福祉の充実 

➁高齢者福祉の充実 

➂地域福祉活動の推進 

4 
１．心身ともにたくましい子どもが育つ学校教

育を進めます 

➀学校教育の充実 

➁教育体制・環境の整備 

第３章 
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２．生涯学習の機会を広げ文化・スポーツの振

興を図ります   

➀生涯学習の推進 

➁文化財の保存と活用 

➂スポーツの振興 

３．人権を大切にする共生のまちづくりを進め

ます 

➀人権尊重・男女共同参画社会の実現 

➁多文化共生社会の実現 

5 

１．市民が主役のまちづくりを進めます 
➀市民が主役のまちづくりの推進 

➁公聴広報の推進 

２．産学官民連携のまちづくりを進めます ➀学園文化都市づくりの推進 

３．持続可能な行財政運営を行います ➀時代に対応した行政経営の確立 

 

施策の展開方針 

 ②公共交通手段の確保 

利用しやすく効率的な公共交通を維持するとともに、公共交通機関の利用促進を図ります 

⚫ 公共交通の満足度向上に向けて、住民のニーズを取り入れながら事業者と連携し、それぞれ

の地域の実情に即した交通手段を導入していきます。 

⚫ 幹線となる路線バスの低利用路線の見直しと高利用路線の拡充、枝線となる生活福祉バス、

乗合タクシーの運行見直し基準による路線廃止を含めた再編や、一般タクシーを公共交通と

して位置づける新たな施策を取り入れるなど、より利用しやすい公共交通の整備を進めま

す。 

⚫ 鉄道を利用しやすい路線バス等のダイヤ編成や、備中高梁駅周辺の総合的な利便性の向上を

推進します。 
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２．関連計画 

2-1高梁市都市計画マスタープラン（令和 5年） 

①まちづくりの基本理念と将来都市構造 

基 本 理 念 備中高梁の歴史・文化を受け継ぐ持続可能なまちづくり 

 

 

▲高梁市都市計画マスタープランにおける将来都市構造図 

 

②公共交通に関する整備方針 

分野別まちづくりの方針 2都市交通において、公共交通の充実として、4つの整備方針を掲

げています。 

整 備 方 針 

①利便性の高い公共交通ネットワークの構築 

備中高梁駅と高梁バスセンターを基点として、「成羽病院周辺」「川上地頭地区
(川上地域局)」の 3 つを「交通拠点」として地域公共交通網を整備します。 

鉄道・バス等の公共交通は、高齢者や子どもにとって重要な交通機関であると
ともに、環境負荷の小さい移動手段であるため、地域特性に応じ、路線網や駅
などの拠点の充実やサービスの向上を図り、誰もが快適に利用でき、環境にや
さしい交通体系の確立を目指します。 

②市民ニーズを踏まえた公共交通の再編 

通院や買い物を基本とした生活圏において、「交通拠点」を位置付け、地域公
共交通網の再編に取り組みます。 

路線バスに対する補助金や生活福祉バスの運行経費などの行政負担は増加傾向
にある一方で、人口減少に伴い、利用者は減少傾向となっており、財政の負担
が増加しています。財政負担を軽減させるため、縮小均衡を前提とした経費削
減に取り組みます。 
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交通結節点においては、鉄道と路線バスや、路線バスと生活福祉バス・乗合タ
クシーとの接続向上を目指します。 

高校生の通学利用を促すため、通学定期券購入者への半額助成制度により、公
共交通の利用を促進します。 

低利用バス路線においては、交通資源の適正配分、効率的運行の観点から、利
用実態を詳細に把握したうえで、運行便数等の見直し等を含め、需要に見合っ
た適正な運行形態を検討します。 

③公共交通空白地域の解消に向けた公共交通の取組 

公共交通空白地域人口は、高梁市総人口の約 17％となっています。地域特性
や潜在需要を踏まえ、乗合タクシーなどのデマンドや区域運行を基本とした交
通手段を導入するとともに、地域団体の協力による公共交通空白地有償運送や
ボランティア運送の導入を検討し、公共交通空白地域の解消を図ります。 

④観光振興のための公共交通の基盤強化 

岡山桃太郎空港・ＪＲ備中高梁駅と市内の観光地との間や、観光地と観光地と
の間を結ぶ公共交通の導入に向け、ダイヤ、経路及び運行形態等について検討
します。 

 

2-2その他関連計画（抜粋） 

その他の関連計画における公共交通に関する施策・方向性は以下のとおりです。 

計画名 公共交通に関する施策・方向性 

高梁市高齢者保健福祉

計画 第９期介護保険

事業計画 

(令和６年３月) 

２ 地域福祉と社会参加の充実 

③福祉移送サービス事業等 

高齢者及び障害者のうち、バス・タクシーなどの利用が困難な

人を対象に、予約型乗合いタクシーや福祉移送サービスなどで

高齢者の外出支援を行います。また、運転ボランティアの確保

に努めるとともに、より利用しやすいサービス提供体制を構築

します。 

３ 安全・安心な住環境の確保 

(1) 高齢者等を取り巻く社会環境の変化 

①移動対策の整備 

高齢者を含め交通弱者の交通・移動対策として、現在運行してい
る生活福祉バス・予約型乗合いタクシー等については、利用状況
を十分精査し適宜見直しを行いながら、交通空白地においてはタ
クシー利用助成制度等、より生活利便性の向上を図る手段を取り
入れ、地域に適した持続可能な公共交通整備に努めます。 

高梁市障害者福祉計画 

(令和６年３月) 

訪問系サービスの推進 

電車、バス、タクシー等の各種運賃割引や助成制度の周知に努

め、生活行動範囲の拡大や社会参加の促進が図られるよう支援し

ます。 

移動・交通手段の確保 

・障害のある人が外出しやすい環境を整えるため、自家用車の改造

費助成や福祉車両の購入補助を行うとともに、施設のバリアフ

リー化の促進に努めます。 

・障害のある人の社会参加を促進するため、福祉移送サービスや外
出ガイドヘルプ事業の充実に努めます。 
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第２次高梁市医療計画 

(令和７年３月) 

 

（３）今後の施策 

医療従事者の採用・配置等の人材政策や医療提供拠点の配置適正

化や救急・災害医療の提供等について、 連携強化して取り組む

体制の構築・維持に向け、医師会、市内医療機関、教育機関、行

政が連携して検討を進めます。 

（４）考えられる検討事項 

④医療アクセスの改善に向けた検討 

高梁市過疎地域持続的

発展市町村計画 

(令和3年度～令和7年度) 

・公共交通の満足度向上に向けて、住民のニーズを取り入れながら

事業者と連携し、それぞれの地域の実情に即した交通手段を導入

していく。 

・幹線となる路線バスの低利用路線の見直しと高利用路線の拡充、

枝線となる生活福祉バス、乗合タクシーの運行見直し基準による

路線廃止を含めた再編や、一般タクシーを公共交通として位置づ

ける新たな施策を取り入れるなど、より利用しやすい公共交通の

整備を進める。 

・鉄道を利用しやすい路線バス等のダイヤ編成や、備中高梁駅周辺
の総合的な利便性の向上を推進する。 

高梁市立学校園適正配

置計画 

(令和6年度～令和15年度) 

Ⅰ 計画策定の基本事項 

2 計画の目的 

少子化に伴い、市立小・中学校の小規模化が進行する中、将来

にわたって義務教育の教育水準の維持・向上を図り、子どもたち

一人一人の「生きる力」を育てることができる、よりよい教育環

境を実現することを目的とする。 

Ⅲ 小中学校の具体的な適正配置計画 

2 適正配置の基準 

(2)通学条件 

・ 児童生徒の通学負担を軽減するため、再編先の学校までの距離や通学
時間を考慮し、平成３０年答申を踏まえ、スクールバスの利用等を含め、
通学時間はおおむね１時間圏内であること、また通学が困難な危険箇所
がないことを通学条件の基本とします。 

・ 再編により新たに交通手段の確保が必要となる場合は、従来のとおり、「路
線バス」、「生活福祉バス」及び「スクールバス」等を活用し、児童生徒が円
滑かつ安全に通学できるようにします。 

・ 既存の交通手段の利用ができない場合は、スクールバスの新ルート設置等
により、通学手段を確保します 
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第 4章 地域公共交通の現状 
 

 

１．公共交通体系 

本市の公共交通としては、鉄道、民間路線バス、生活福祉バス、乗合タクシーがあります。 

鉄道は、主に市民だけでなく、近隣市町から本市への通勤・通学に利用されています。 

民間路線バスは、主に市内各地域と市の中心市街地を結び、主に車を持たない市民の足とし

て、鉄道とともに市民生活に欠かせない基幹交通と位置付けています。 

生活福祉バスや乗合タクシーは主に地域内での通院、買い物など日常生活に欠かせない地域

生活交通と位置付けています。 

 

▲高梁市地域公共交通網 

東総社 

岡
山
駅 

真庭市役所 
勝山 

神原 

呰部 

真庭市 

吉川 

岡山市 

吉川 

天
満
屋
Ｂ
Ｃ 

東村 

駅 

第４章 
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1-1鉄道 

市東部を JR 伯備線が南北に走り、市内には備中高梁駅、備中広瀬駅、木野山駅、備中川面

駅、方谷駅の5つの駅があります。令和 4年の 5駅合計の日乗車人員は 1,695人で、このう

ちの 93％を備中高梁駅が占めています。 

乗車人員は、減少傾向にある中、令和2年にはコロナ禍の影響を受けて急減しましたが、そ

の後やや回復しています。 

 

▲駅別日乗車人員（令和 4 年） 

 

▲日乗車人員の推移（市内駅合計） 

1,597 1,579 1,543 1,465 1,398 1,427 1,370 1,364 
1,191 1,170 1,226 

703 690 667 696 694 680 
622 662 

367 383 
471 

2,300 2,268 2,210 2,161 
2,090 2,106 

1,991 2,027 

1,559 1,552 
1,695 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

定期 普通

資料：ＪＲ西日本岡山支社注）乗車人員（人／日）の計は、各駅ごとに総数から算出しているため内訳の合計と一致しない場合がある。

（人）
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1-2民間路線バス 

⚫ 民間路線バスは、備北バス 25系統と中鉄北部バス 1系統の計 26系統あり、このうちの 7

系統（備北バス 6系統、中鉄北部バス 1系統）は、近隣市町と結んでいます。 

⚫ 5系統が幹線補助（国庫補助）を受けています。 

⚫ 年間利用者数は、コロナ禍の影響を受けて令和3年度には約304,500人（平成30年度比

22％減）まで減少しましたが、令和5年度には約316,000人（平成30年度比19％減）

まで回復しています。 

 

▲民間路線バス網 

  

高梁駅～呰部 
高梁駅～吉川 
地頭～岡山 
地頭～高梁駅 
天満屋BC～勝山（高） 
金倉～高梁駅 
東村～高梁駅 
吹屋・穴田～高梁駅 
坂本・平川～高梁駅 
成羽～県民局～高梁駅 
陣山～高梁駅 
川面～宮瀬口～高梁駅 
市内循環 
山際～高梁駅 

東総社 

岡
山
駅 

真庭市役所 
勝山 

神原 

呰部 

真庭市 

吉川 

岡山市 

吉川 

天
満
屋
Ｂ
Ｃ 

東村 

駅 

坂本 
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▼補助系統に関わる事業及び実施主体 

区
分
・
補
助
事
業 

系 統 名 起 点 経 由 地 終 点 

事
業
許
可
区
分 

運

行

態

様 

実

施

主

体 

役

割 

確保維持策 

生
活
交
通
路
線(

幹
線
補
助) 

呰 部 高 梁 駅 塩 坪 呰 部 

４
条
乗
合 

路
線
定
期
運
行 

交
通
事
業
者 

次
ペ
ー
ジ
参
照 

 交通事業者と協議の上、

一定以上の運行水準を

確保 

 地域公共交通確保維持

事業(幹線補助)を活用し

持続可能な運行を行う 

吉 川 高 梁 駅 リ ハ ビ リ 吉 川 

岡 山 地 頭 古 町 岡 山 

地 頭 地 頭 古 町 高 梁 駅 

( 高 ) 勝 山 天満屋 BC 賀 陽 I C 勝 山 

市
単
独
路
線(

高
梁
市
単
独
補
助) 

金 倉 金 倉 有 漢 I C 高 梁 駅 

４
条
乗
合 

路
線
定
期
運
行 

交
通
事
業
者 

市
内
各
地
域
を
運
行
し
、
軸
と
な
る
地
域
拠
点(

主
に
高
梁
バ
ス
セ
ン
タ
ー
・
各
地
域
局
・
病
院)

に
接
続
す
る
。 

 交通事業者と協議の上、

一定以上の運行水準を

確保 

 運行にかかる費用総額の

うち、経常収益および他

補助を運行経費から差し

引いた差額分を高梁市が

補助金として運行事業者

へ負担することとする 

神 原 神 原 新 町 高 梁 駅 

東 村 東 村 大 和 高 梁 駅 

吹 屋 吹 屋 川 面 高 梁 駅 

平 川 平 川 古 町 高 梁 駅 

大 和 大 和 坂 本 高 梁 駅 

有漢インター 高 梁 駅 川 関 口 有 漢 I C 

坂 本 坂 本 成 羽 高 梁 駅 

方 谷 山 際 花 本 川 面 駅 

穴 田 穴 田 川 面 高 梁 駅 

穴 田 穴 田 笹 尾 高 梁 駅 

穴 田 宇 治 ヒ キ 谷 穴 田 

成 羽 成 羽 県 民 局 高 梁 駅 

陣 山 陣 山 三 本 松 高 梁 駅 

陣 山 陣 山 井 谷 高 梁 駅 

八 石 丸 岩 八 石 川 面 駅 

市 内 循 環 高 梁 駅 吉 備 国 大 高 梁 駅 

山 際 山 際 川 面 高 梁 駅 

丸 岩 丸 岩 祇 園 高 梁 駅 

丸 岩 丸 岩 祇 園 宮 瀬 口 

川 合 川 合 成 羽 高 梁 駅 
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▼幹線補助系統の役割 

運 行 系 統 名 役割 

呰 部 

真庭市(旧北房町地域)及び高梁市巨瀬町、津川町、有漢町各地域における、主に自動車運転免

許証を持たない交通弱者である高齢者や学生の通学(高梁・高梁城南高等学校・高梁東中学校)・

通院・買い物といった、生活を営む為に必要な路線である。 

吉 川 

吉備中央町(旧賀陽町地域)及び高梁市津川町地域における、主に自動車運転免許証を持たない交

通弱者である高齢者や学生の通学(高梁・高梁城南高等学校)・通院・買い物といった、生活を営む為

に必要な路線である。 

岡 山 
高梁市西部地域である成羽町・川上町・備中町住民の主に自動車運転免許証を持たない交通弱者

である高齢者の通院・買い物(総社市や岡山市方面) といった、生活を営む為に必要な路線である。 

地 頭 
高梁市内の最重要幹線であり、高梁市西部地域である成羽町・川上町住民の通勤・通学(高梁・高

梁城南高等学校)・通院・買い物を主とし、生活を営む為に必要な路線である。 

( 高 ） 勝 山 
高梁市北東部(主に高梁市松山、有漢町)における住民の岡山市内病院への通院、買い物等の利用

のため必要な路線である。 

 

 

▲年間利用者数の推移 

  

388,789 385,326 

325,856 

304,544 307,360 
316,166 

12,421 12,623 

14,255 

13,457 

14,329 
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2,000
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8,000
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H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

利用者数 市補助額

※年度：10月1日～翌年9月30日
資料：備北バス株式会社・中鉄北部バス株式会社

(万円)

(人)
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1-3生活福祉バス 

⚫ 生活福祉バスは、市内 3 地域で 16 路線 26 系統（川上地域 4 路線 10 系統、成羽地域 4

路線 8系統、高梁地域 8路線 8系統）が運行しています。 

⚫ 高梁地域の各路線は週 1～2日、成羽地域の各路線（宇治線を除く）は週 2～3日の曜日運

行、川上地域は毎日運行となっています。 

⚫ 年間利用者数は、コロナ禍において令和4年度には約4,400人（平成30年度比33％減）

まで減少しましたが、令和 5 年度には約 5,400 人（平成 30 年度比 18％減）まで回復し

ています。 

 

 

▲生活福祉バス路線網 
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▼補助系統に関わる事業及び実施主体 

地域 路線名 
運行系統 事業許 

可区分 
運行形態 実施主体 運行日 

起点 主な経由地 終点 

川上 

正寺 
八幡前 正寺 川上幼稚園 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

毎日 
八幡前 正寺 地頭 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

七地 

谷条 野呂中 医療 C 注 2 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

毎日 谷条 野呂中 地頭 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

谷条 馬渡 地頭 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

光松 

大谷 光松 医療 C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

毎日 大谷 光松 川上幼稚園 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

大谷 光松 地頭 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

高山市 
高山市 川上幼稚園 川上バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

毎日 
高山市 地頭 川上バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 

成羽 

吹屋 下坂本 宇治 東町 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 月・水運行 

宇治 成羽バス C 東 宇治 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 月～金運行 

中 
西布寄三叉路 成羽バス C 東町 78 条 路線定期運行 高梁市注 1 火・木曜 

2・4 水曜 西布寄三叉路 成羽バス C 成羽病院 78 条 路線定期運行 高梁市 

中野・小泉 

下長田 成羽バス C 東町 78 条 路線定期運行 高梁市 月・金曜 

1・3・5 水曜 

(畑線は 

月曜のみ) 

畑 成羽バス C 東町 78 条 路線定期運行 高梁市 

下長田 成羽バス C 成羽病院 78 条 路線定期運行 高梁市 

畑 成羽バス C 成羽病院 78 条 路線定期運行 高梁市 

高梁 

巨瀬南部 桐山 宮瀬口 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 水曜 

巨瀬中部 横田生活改善 C 宮瀬口 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 火曜 

巨瀬北部 袴掛 宮瀬口 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 月曜 

川面 国時 川面駅 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 火・金曜 

山際 山際集会所 追田 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 木曜 

上野 上野上 花木 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 金曜 

中井 180 号経由 中井市民 C 花木 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 水曜 

中井 313 号経由 中井市民 C 追田 高梁バス C 4 条乗合 路線定期運行 備北バス(株) 月曜 

注 1．実施主体が高梁市の場合、運行は交通事業者に委託 

注 2．C はセンターの略 

 

▲年間利用者数の推移 
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1-4乗合タクシー 

⚫ 乗合タクシーは、備中、川上、玉川、松原の4地域で「ふれあいタクシー」の愛称で運行し

ており、玉川地域を除く 3 地域では、営業区域を 2～4 区域に分けて運行しています。（各

地域における区域は次ページ参照） 

⚫ また、川上地域の佐屋地区では、令和 4年 10月から井原市の乗合タクシー「あいあいカー」

が運行しています。 

⚫ 令和5年度の利用者数は約4,100人で、平成30年からの5年間で40％減少しています。 

 

▲乗合タクシー運行地域 
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▼補助系統に関わる事業及び実施主体 

地域 系統名 営業区域 
事業許 

可区分 
運行形態 実施主体 運行日  

川上 川上ふれあいタクシー 

北部（七地・高山・高山市・大

原・下大竹） 
4 条 区域運行 成羽タクシー  火・金曜  

南部（吉木・臘数・領家・地頭・

三沢・仁賀・上大竹） 
4 条 区域運行 成羽タクシー  月・水曜  

備中 備中ふれあいタクシー 

西山 4 条 区域運行 成羽タクシー  金・土曜  

湯野・田原 4 条 区域運行 成羽タクシー  火・木・金曜  

布賀・黒鳥・布瀬 4 条 区域運行 成羽タクシー  火・木・土曜  

平川・長谷 4 条 区域運行 成羽タクシー  月・水曜  

玉川 玉川ふれあいタクシー 玉川 4 条 区域運行 ピオーネ交通  月・水・金曜  

松原 松原ふれあいタクシー 

松原東 4 条 区域運行 ピオーネ交通  火曜  

松原西北 4 条 区域運行 ピオーネ交通  水曜  

松原西南 4 条 区域運行 ピオーネ交通  金曜  

川上 

佐屋 

井原市乗合タクシー 

「あいあいカー」 
川上町仁賀（佐屋地区）  区域運行 

※井原市事業 

一丸タクシー 

日の丸タクシー 

 毎日  

 

 

▲年間利用者数の推移 
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7,000

8,000
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10,000
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12,000

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

利用者数 運行委託費

※年度：4月1日～翌年3月31日

(万円)

(人)
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２．タクシー・スクールバス 

2-1タクシー 

⚫ 市内には 5 つのタクシー営業所がありますが、市の北部（有漢、高梁北、高梁東、成羽北

部、備中北部）や川上南部は、タクシー営業所から 5ｋｍ以上離れており、日常的にタク

シーを利用しにくい状況にあります。 

 

▲タクシー営業所の立地 
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2-2スクールバス 

⚫ 本市のスクールバスは、市内の小中学校 6 校と、隣接する新見市の小中学校 2 校の計 8 校

を 11台の車両で運行しています。 

⚫ 川上小・川上中学校路線は、川上地域の生活福祉バスの一部の便をスクールバスとして一般

混乗運行となっています。 

⚫ 成羽小・成羽中学校路線、有漢東小学校路線、野馳小・哲西中学校路線は、スクール専用路

線として運行しています。 

⚫ 富家小・成羽中学校路線のほとんどはスクール専用路線ですが、一部の区間（布賀～富家小

学校）は、一般混乗運行となっています。 

⚫ 令和６年度に策定した「高梁市立学校園適正配置計画」に基づき、令和７年度以降スクール

バスの運行エリアは拡大される予定です。 

（令和６年度末に宇治小・松原小、令和７年度末に巨瀬小・中井小・玉川小が閉校予定） 

 

▲スクールバス路線網 

 

（単位：千円）

H30 R元 R2 R3 R4 R5

59,219 53,340 57,998 55,234 61,647 62,382

うち運行委託料 48,283 43,757 49,328 47,827 53,192 55,800

対象校 7校 7校 7校 7校 8校 8校

144人 125人 121人 133人 176人 153人

うち児童数 87人 76人 74人 83人 131人 112人

うち生徒数 57人 49人 47人 50人 45人 41人

▼スクールバス運行事業費等

年　度

全体事業費

乗車児童生徒数
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３．公共交通利用に関する補助 

■高梁市高校生バス通学費補助金制度 

目 的 高等学校等にバス通学する生徒の保護者負担軽減及び路線バスの利用促進 

対 象 者 市内に居住し、高等学校等にバス通学する生徒の保護者 

補 助 要 件 
乗合バス事業者が発行するバス通学定期券で、生徒の居住地の最寄りのバス停留所から、生徒が通

学する高等学校の最寄りのバス停留所または駅までの区間において、実際に利用する区間のもの 

補 助 金 額 定期券購入費用の２分の１の額(１００円未満の端切捨て) 

■高梁市タクシー利用助成事業（実証事業） 

目 的 
高齢者等の交通弱者が、タクシーを利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、日常

生活の利便性の向上及び経済的負担を軽減 

対 象 者 

対象地域：高倉町田井、高倉町飯部、落合町福地、成羽町下日名、成羽町上日名 

対象地域に住所を有し、かつ、居住している 65 歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもの 

(1)運転免許を保有していない者 

(2)岡山県警察から運転免許証自主返納カード「おかやま愛カード」の交付を受けている者 

助 成 金 額 

・高梁市タクシー利用助成券(以下「助成券」という)を無償交付 

・助成券の交付額は、1 月につき 3,000 円とし、原則として交付の日の属する月からその年度末までの

期間分を上限として、まとめて交付 

利 用 要 件 
・市が指定する事業者が提供するタクシーを利用する場合 

・利用者は、利用料金の支払い時に、利用料金以内の額について助成券を使用 

■高梁市遠距離通学児童通学費補助金 

目 的 遠距離通学児童の通学費を補助することにより、保護者負担の軽減 

対 象 児 童 

(1) 市内に在住し、バスを利用して通学する者。ただし、片道の通学距離が 2km 以上の者(以下「1

号該当者」という) 

(2) 前号に掲げる者のほか、片道の通学距離が 2km 以上で公共交通機関を利用して通学する者

(以下「2 号該当者」という) 

(3) 前 2 号に掲げる者のほか、片道の通学距離が 4km 以上の者(以下「3 号該当者」という) 

補 助 金 等 

区分 補助金等 

1 号該当者 バス定期乗車券により支給 

2 号該当者 6 箇月定期料金を基に算出し、12 月分 

3 号該当者 片道通学距離に 1km 当たり 150 円を乗じて得た額を 1 箇月補助額とし、12 月分 

■高梁市遠距離通学生徒通学費補助金 

目 的 遠距離通学生徒の通学費を補助することにより、保護者負担の軽減 

対 象 生 徒 

(1) 市内に在住の生徒の内、片道の通学距離が 4km 以上でバスを利用して通学する者(以下「1

号該当者」という) 

(2) 前号に掲げる者のほか、片道の通学距離が 4km 以上で公共交通機関を利用して通学する者

(以下「2 号該当者」という) 

(3) バス利用区間が片道 10km 以上で最寄りのバス停留所までの距離が片道 4km を超える者(以

下「3 号該当者」という) 

(4) 自転車を利用して通学する生徒で片道の通学距離が 6km 以上の者(以下「自転車通学者」と

いう)。ただし、出席を要する日数の 8 割以上を自転車で通学する者に限る 

(5) 前 4 号に掲げる者のほか片道の通学距離が 6km 以上の者(以下「5 号該当者」という) 

補 助 金 等 

区分 補助金等 

1 号該当者 バス乗車券により支給 

2 号該当者 6 箇月定期料金を基に算出し、12 月分 

3 号該当者 最寄りのバス停留所までの片道通学距離に 1km 当たり 250 円を乗じて得た額を 1

箇月補助額とし 12 月分 

自転車通学者 片道 10km 未満：片道通学距離に 1km 当たり 150 円を乗じて得た額を 1 箇月

補助額とし 12 月分 

片道 10km 以上：片道通学距離に 1km 当たり 250 円を乗じて得た額を 1 箇月

補助額とし 12 月分 

5 号該当者 片道通学距離に 1km 当たり 150 円を乗じて得た額を 1 箇月補助額とし 12 月分 
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４．公共交通関連財政支出 

⚫ 本市の公共交通関連財政支出は、平成 30年度から令和 5年までの 5年間で 15％増加して

います。 

⚫ 令和 5年度の公共交通関連財政支出額は約 2億 9,300万円で、このうち民間路線バス補助

金が約 1億 5,500万円（53％）と最も多く、次いでスクールバス約 5,600万円（19％）、

生活福祉バス約 3,800万円（13％）、乗合タクシー約 2,400万円（8％）と続いています。 

 

▲公共交通関連財政支出額の推移 

 

 

▲令和 5 年度公共交通関連財政支出額内訳 

254,814 255,082 

280,884 
266,822 

279,996 
293,190 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

民間路線バス補助金 生活福祉バス 乗合タクシー スクールバス

遠距離通学補助 高校生バス通学補助 タクシー利用助成

(千円)

民間路線バス補助金

155,194千円 53%

生活福祉バス

38,021千円 13%

乗合タクシー

24,465千円 8%

スクールバス

55,800千円 19%

遠距離通学補助

9,670千円 3%

高校生バス通学補助

7,635千円 3%

タクシー利用助成

2,405千円 1%

令和5年度

293,190千円
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５．第 2次高梁市地域公共交通網形成計画の進捗状況 

令和 2 年 3 月に策定した第 2 次高梁市地域公共交通網形成計画の進捗状況及び数値目標の達成

状況は、下表のとおりです。 

▼目標を達成するために行う事業の進捗状況 

事業 事業概要 進捗状況 

①バス事業者との連

携協議による路線

バスや生活福祉バ

スの運行路線の見

直し 

運行見直し基準（注）に基づく低利

用バス路線の廃止・減便・路線短縮 

低利用バス路線 

・民間路線バス３系統を廃止・減便 

※坂本・川合線、田原・平川線、高梁駅・川面駅線 

廃止 

※高梁・地頭線最終便を繰り上げ 

・生活福祉バス３系統を廃止 

福松線（R3 年 1 月） 

西山・田原線（R3 年 9 月） 

黒鳥・布賀線（R3 年 9 月） 

市街地循環線及び幹線路線の拡充 
・民間路線バス１系統を増便 

※高校生の通学に対応した市内循環線の増便 

JR との乗り継ぎ環境整備 JR のダイヤ改正に合わせて民間路線バスのダイヤ改定 

②スクールバスの混乗

化、効率的な運行 

スクールバスを活用した一般混乗化 スクールバス 1 路線（東別れ・黒鳥線）を一般混乗化 

民間路線バスや生活福祉バス路線

と運行ルートが重複するスクールバス

の効率的な運行 

・特になし 

③乗合タクシーの運

行方法の変更 

運行見直し基準に基づく廃止を含め

た見直し 

・R3.1 畑上ふれあいタクシー廃止 

・R3.3 福地地区乗合タクシー廃止 

・R4.10 川上町佐屋地区へ井原市乗合タクシー「あい

あいカー」を導入 

（注）運行見直し基準   

民間路線バス：収支率 30％未満 

生活福祉バス：1 便当たりの利用者数 3 人未満 

乗合タクシー：1 便当たりの利用者数 1.5 人未満 
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▼第 2 次高梁市地域公共交通網形成計画の数値目標達成状況 

基本 

方針 
評価指標 

具体的な内容 現在値 

現在値    目標値 達成状況  達成度 

 まちづくりと連携した持続可能な公共交通 

 
公共交通に対する財

政支出 

公共交通に係る年間経費の抑制 293,190 千円（R5 年度） 
B 

254,752 千円 → 203,000 千円 
コロナ禍により、路線バス補助金等が増加し、H30
年比 20％削減目標に対し、反対に 15％増  

高齢者などの交通弱

者の移動手段確保 

タクシーを利用した移動手段の構築及び利用促
進 

 4 地域（R6 年 10 月現在） 
B 

乗合タクシー4 地域 → 5 地域 
乗合タクシーの区域拡大からタクシー利用助成制度
の導入へ転換により H30 年比増減なし 

地域公共交通サービ

スに関する満足度 

アンケート調査による「高梁市の地域公共交通
全般への満足度」の 5 段階評価の平均点 

2.95（R6 年 9 月アンケート調査） 
B 

3.09 → 3.30 
高齢者を中心にドアツードアを求める声も多くあり、満足度
は悪化（目標値を 0.35 ポイント下回る） 

 まちの魅力を高め、人々の交流を促す公共交通 
 

市街地循環線の利用

者数 

市街地循環線の年間利用者数 18,548 人（R5 年度） 
B 

27,095 人 → 27,000 人 
コロナ禍により、目標値を約 8,500 人（31％）下
回る 

沿線施設等と連携し

た公共交通の利活用 

医療機関や商業施設と連携した公共交通利
用活用事例 1 件（R6 年 10 月現在） 

C 
1 件 → 3 件 

民間商業施設とバス事業者が連携し、1 路線 2 系
統を運行中 

観光施設と連携した

公共交通の魅力を高

める取り組み 

観光施設と連携した交通サービス事業件数 5 件（R6 年 10 月現在） 
A 

4 件 → 4 件 
吹屋地区にグリーンスローモビリティを導入 

（R6 年 4 月） 

 協働による公共交通の維持・発展 

  公共交通に関する住

民との情報・意見交

換 

住民意見交換会等の開催回数 1 回（令和 2 年度～5 年度平均）  
C 

年間 12 回 → 年間 15 回 コロナ禍による開催自粛により、未達成 

バスや乗合タクシーを

利用したいと思う人の

割合 

住民アンケート調査におけるバスや乗合タクシー
などの公共交通を利用したいと思う人の割合 

56.6％（令和 6 年 9 月アンケート調査） 
B 

54.7% → 60.0% 
前回（R2 年）を 1.9 ポイント上回るも、目標値を
3.4 ポイント下回る 

公共交通の利用者数 

路線バス、生活福祉バス・乗合タクシーの利用
者数 

   

路線バス日輸送量（注） 111 人 (R5 年度路線バス) 
B 

142.6 人 → 140 人 目標値を 29 人（21％）下回る 

生活福祉バス・乗合タクシー年間利用者数  9,503 人(R5 年度生活福祉バス・乗合タクシー) 
B 

13,393 人 → 13,000 人 目標値を約 3,500 人（27％）下回る 

公共交通の収支率等 

収支率の改善（路線バス・生活福祉バス）ま
たは 1 人当たりの経費の改善 

   

路線バスの収支率 34.4％(R5 年度路線バス) 
B 

36.3% → 36.3% 目標値を 1.9 ポイント下回る 

生活福祉バスの収支率  4.7％(R5 年度生活福祉バス) 
A 

4.1% → 4.5% 路線の見直しにより目標値を 0.2 ポイント上回る 

乗合タクシーの 1 人あたりの経費 5,995 円(R5 年度乗合タクシー) 
B 

4,890 円 → 4,500 円 
H30 年比 390 円（8％）減目標に対し、反対に
1,105 円（22％）増 

（注）路線バス日輸送量：乗車密度に日平均運行回数を乗じた数値であり、実際の利用者数ではありません。 

（注）達成度について： A：目標が適切に達成できた B：目標が達成できなかった  C：目標に至る事業が実施できなかった 
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第 5章 地域公共交通に関する住民意識調査 
 

 

１．調査概要 

1-1調査概要 

 

 

1-2調査内容 

⚫ 回答者属性（居住地、性別、年齢、世帯構成、職業等、運転免許の有無、車・バイクの運転

の有無、家族や知人の自家用車による送迎） 

⚫ 市内の移動に普段利用する移動手段 

⚫ よく利用する医療機関・商業施設 

⚫ 高梁市の公共交通機関(路線バス、生活福祉バス、乗合タクシー)のサービスの満足度 

⚫ 地域のバスや乗合タクシーの今後の利用意向 

⚫ 地域のバスや乗合タクシーの利用料金について 

⚫ ライドシェア等の新しい移動サービスの利用及び同運転手としての意向 

 

  

調 査 方 式 アンケート調査 

調 査 目 的 
市民の通勤・通学、買い物、通院等の日常生活における移動実態や、公共交通の利用

状況や意識、改善意向等を把握 

調 査 対 象 
高梁市内 2,000 世帯(内訳：高梁 800 世帯、有漢、成羽、川上、備中各 300 世帯) 

※令和 6 年 8 月 15 日時点 

調 査 期 間 令和 6 年 8 月 21 日（発送）～令和 6 年 9 月 13 日（投函期限） 

調 査 方 法 
配布：郵送配布 
回収：郵送回収、Web 回答 

回 収 状 況 回収数 994 件（郵送 878 件、Web116 件）、回収率 49.7％ 

集計値の留意
点 ・ そ の 他 

⚫ 各項目は未回答を含めずに集計。 

⚫ 択一回答における規定数以上の回答、対象者限定設問における対象外の回答は無
効として集計。 

⚫ 調査結果におけるパーセント表示は、小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合
計値は必ずしも 100.0％とならない。 

第５章 
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２．調査結果 

2-1回答者属性 

⚫ アンケートの依頼状で「アンケートには、高齢者の方や運転免許を持っていない方、公共交

通など何らかの移動手段を必要としている 15 歳以上（高校生以上）の方が、なるべくお答

えください。」としているため、回答者の年齢構成は、65 歳以上の高齢者が 63.9％を占め

ています。 

⚫ 約 8割が自分で車・バイクを運転すると回答されています。 

⚫ 約 7割が「気兼ねなく送迎を頼むことのできる人がいる」と回答されています。 

 

 

  

高梁地域

（高梁中学校区） 26.7%

男

43.0%

18歳未満 1.5%

ひとり暮らし

16.9%

会社員・公務員・

団体職員等 22.3%

自動車免許あり

78.1%

60代

10.0%

自分で車を運転する

80.1%

気兼ねなく送迎を頼むことのできる人がいる

71.1%

7.3%

女

56.4%

18～64歳

34.6%

夫婦のみ

33.3%

15.7%

バイク（原付を含む）免許のみあり 1.6%

70～74歳

24.0%

自分でバイク（原付を含む）を運転する 1.5%

気兼ねなく送迎を頼むことの

できる人はいない 28.9%

4.9%

回答しない 0.6%

65～74歳

27.1%

二世代

32.1%

10.4%

免許なし

20.3%

75～79歳

14.0%

自分で車・バイクは

運転しない 18.4%

有漢町

15.4%

75～84歳

23.1%

三世代以上

9.9%

8.6%

80～84歳

24.0%

成羽町

15.4%

85歳以上

13.7%

その他

7.8%

高校生 1.5%

85～89歳

18.0%

川上町

16.1%

大学・専門学校等 0.6%

90歳以上

10.0%

備中町

14.3%

無職

38.7%

その他

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

居住地

n=983

性別

n=976

年齢

n=924

世帯構成

n=950

職業等

n=970

運転免許

n=987

※免許返納時の

年齢 n=50

車・バイクの運転

n=929

自家用車による

送迎 n=854

高梁地域（高梁東中学校区）高梁地域（高梁北中学校区）

自営業（農林水産業・商工業等）

専業主婦（夫）パート・アルバイト
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2-2市内の移動に普段利用する移動手段 

⚫ 回答者の 74.5％が「自分で運転する車」を挙げ、次いで 57.2％が「家族・親族・知人が

運転する車」を挙げ、その結果、回答者の 92.8％が自家用車を挙げています。 

⚫ 公共交通としては、回答者の 19.4％が「路線バス（備北バス）」を挙げ、次いで鉄道

16.2％、タクシー12.4％、ふれあい（乗合）タクシー3.9％、生活福祉バス（市営バス）

2.1％と続いています。 

⚫ 普段利用する移動手段のうち一番利用する移動手段としては、自家用車が 9 割弱を占め

（「自分で運転する車」71.3％、「家族・親族・知人が運転する車」17.0％）、公共交通は

6.9％（路線バス（備北バス）3.1％、タクシー1.7％、ふれあい（乗合）タクシー1.1％、

鉄道 0.9％、生活福祉バス（市営バス）0.1％）にとどまっています。 

 

■普段利用する移動手段 

 

■普段利用する移動手段のうち一番利用する移動手段 

 

74.5%

57.2%

19.4%

16.2%

12.4%

9.7%

4.6%

3.9%

2.6%

2.6%

2.1%

1.8%

1.2%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分で運転する車

家族・親族・知人が運転する車

路線バス（備北バス）

鉄道（JR）

タクシー

自転車

バイク（原付を含む）

ふれあい（乗合）タクシー

シニアカー（１人乗り電動車）

高齢者福祉施設等の送迎車

生活福祉バス（市営バス）

福祉移送サービス

福祉タクシー

その他 n=985

※複数回答

自家用車

92.8%

自分で運転する車

71.3%

家族・親族・知人が運転する車

17.0%
3.1%

1.7%
1.7%

1.1%
1.1%

0.9%
0.6%

0.6%

0.5%
0.2%
0.1%

0.1%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=819

路線バス（備北バス） 自転車 タクシー

バイク（原付を含む） ふれあい（乗合）タクシー 鉄道（JR）

シニアカー（１人乗り電動車） 福祉移送サービス 高齢者福祉施設等の送迎車

福祉タクシー 生活福祉バス（市営バス） その他

0%
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2-3月平均 1回以上通院している医療機関 

⚫ 回答者の 28.1％が「高梁中央病院」を挙げ、次いで「成羽病院」（21.2％）、「川上診療所」

（9.7％）、「野村医院」（8.7％）、「大杉病院」（8.5％）と続いています。 

■全体（上位 10 機関） 

 

■地域別（各地域上位 5 機関） 

 

28.1%

21.2%

9.7%

8.7%

8.5%

6.5%

6.3%

5.9%

5.7%

4.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

高梁中央病院

成羽病院

川上診療所

野村医院

大杉病院

備中診療所

高梁整形外科医院

藤本診療所

ふじかわ眼科高梁分院

川上歯科診療所

複数回答

n=495
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2-4月平均２回以上自分で買い物に行く商業施設 

⚫ 回答者の半数以上が「ゆめタウン高梁店」（56.2％）、「ポルカ天満屋」（53.9％）を挙げ、

「コンビニエンスストア（不特定）」（34.8％）、「ジュンテンドー高梁店」（31.0％）、「コ

スモス高梁店」（30.2％）と続いています。 

⚫ その他の商業施設としては、マルナカ北房店（34 件）、ハローズ井原店（12 件）など市外

の施設がほとんどを占められています。 

 

■全体 

 

 

  

56.2%

53.9%

34.8%

31.0%

30.2%

25.9%

18.4%

18.0%

17.0%

16.4%

9.4%

6.0%

1.7%

0.6%

0.5%

0.1%

0.1%

16.9%

0% 20% 40% 60% 80%

ゆめタウン高梁店

ポルカ天満屋

コンビニエンスストア

ジュンテンドー高梁店

コスモス高梁店

ザグザグ高梁店

なりわパーク

ザグザグ落合店

コスモス高梁段町店

ナフコ高梁店

池田本店

DCM高梁店

地域に来る移動販売車

秋岡商店（落合町）

天亀堂（落合町）

かわかみ（鍜冶町）

ササキストアー（新町）

その他

※複数回答

n=817

その他 件数

マルナカ北房店 34

ハローズ井原店 12

エブリイ総社南店 7

ディオ（井原市内） 5

ディオ総社店 5

イオンモール倉敷 4

サンパーク新見 4

トーエイ 4

ハローズ総社店 4

フレスタ東城店 4

JA岡山有漢支店 3

アリオ倉敷 3

ザグザグ東城店 3

だるま屋商店 3

豊松ストアー 3

その他の内訳

※上位回答のみ抜粋
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■地域別（各地域上位 5 施設） 

 

 

 

  

76.2%

57.9%

38.7%

36.5%

35.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ポルカ天満屋

ゆめタウン高梁店

コンビニエンスストア

ジュンテンドー高梁店

ザグザグ高梁店

高梁地域

複数回答

n=323

62.4%

34.4%

30.4%

30.4%

29.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ポルカ天満屋

ジュンテンドー高梁店

ゆめタウン高梁店

ザグザグ高梁店

コンビニエンスストア

有漢地域

複数回答

n=125

76.2%

57.4%

43.4%

41.0%

39.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ゆめタウン高梁店

なりわパーク

コンビニエンスストア

ポルカ天満屋

コスモス高梁店

成羽地域

複数回答

n=122

55.7%

51.1%

26.7%

24.4%

23.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

池田本店

ゆめタウン高梁店

コンビニエンスストア

ポルカ天満屋

コスモス高梁店

川上地域

複数回答

n=132

63.9%

37.0%

36.1%

30.6%

28.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ゆめタウン高梁店

コスモス高梁店

なりわパーク

コンビニエンスストア

ジュンテンドー高梁店

備中地域

複数回答

n=109
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2-5高梁市の公共交通機関(路線バス、生活福祉バス、乗合タクシー)のサービスの満足度 

⚫ 回答者の 51.6％が「どちらでもない」と回答し、残りの半数のうち、不満傾向（やや不満

＋不満である）の回答がわずかに満足傾向（満足している＋やや満足）の回答を上回ってい

ます。 

⚫ 前設問の普段利用する移動手段のうち一番利用する移動手段として自家用車及び公共交通機

関を選択した回答者の満足度（加重平均）では、「自分で運転する車」2.85、「家族・親

戚・知人が運転する車」2.87と、自家用車利用者は、不満傾向にあります。 

⚫ 一方、「路線バス（備北バス）」3.70、「ふれあい（乗合）タクシー」4.50 と、回答者は少

ないが、公共交通機関利用者は、満足度が高くなっています。 

 

 

2-6地域のバスや乗合タクシーの今後の利用意向 

⚫ 全体としては「利用しようと思う」29.0％、「できるだけ利用しようと思う」27.6％と、

利用意向が過半数を占めています。 

⚫ 相対的に現役世代は利用意向が低く、高齢者は高くなっています。 

 

11.1%

6.6%

11.7%

35.0%

62.5%

100.0%

11.3%

9.7%

7.8%

25.0%

25.0%

51.6%

57.7%

51.5%

25.0%

12.5%

13.3%

14.2%

14.6%

5.0%

12.7%

11.7%

14.6%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 769

自分で運転する車 452

家族・親族・知人が運転する車 103

路線バス（備北バス） 20

ふれあい（乗合）タクシー 8

生活福祉バス（市営バス） 1

満足している やや満足 どちらでもない やや不満 不満である
※加重平均

2.95

000

2.85

2.87

3.70

4.50

5.00

n=

※加重平均：「満足」を5、「やや満足」を4、「どちらでもない」を3、「やや不満」を2、「不満」を1とした加重平均値。

1～5の範囲で、 値が大きいほど満足度が高く、3未満は不満傾向を示す。

普段利用する移動手段のうち一番利用する移動手段として自家用車及び公共交通機関を選択した回答者の満足度

29.0%

30.8%

21.3%

26.8%

37.7%

34.5%

27.6%

15.4%

21.0%

32.9%

31.4%

29.3%

27.7%

23.1%

36.3%

28.1%

20.4%

17.2%

15.7%

30.8%

21.3%

12.3%

10.5%

19.0%

0% 25% 50% 75% 100%

全体 928

18歳未満 13

18～64歳 314

65～74歳 228

75～84歳 191

85歳以上 116

利用しようと思う できるだけ利用しようと思う あまり利用しようと思わない 利用しようと思わない
n=
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2-7地域のバスや乗合タクシーの利用料金について 

⚫ 「運賃が高くなってもタクシー料金の半額以下で一般のタクシーのように利用できるほうが、

より多くの人が利用できて良いと思う」の回答が 47.8％と最も多く、「運賃の安い生活福祉

バスのままが良いと思う」の 17.2％を大きく上回っています。 

 

 

2-8ライドシェア等の新しい移動サービスについて 

⚫ ライドシェア等の利用について「一般ドライバーが運転する車には乗りたくない」

13.7％、「所定の講習を受けたドライバーであれば問題ない」58.7％と、ライドシェア等

に対して肯定的となっています。

 

 

⚫ ライドシェアのドライバーに関して回答者の 5人に 1人が「ドライバーになってもよい」

と回答しています。 

 

 

 

 

 

17.2% 47.8%
わからない

35.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=908

運行日や運行便数は限られるが、運賃の安い生活福祉バスのままが良いと思う

運賃が高くなってもタクシー料金の半額以下で一般のタクシーのように利用できるほうが、より多くの人が利用できて良い

と思う（乗車機会は増加）

13.7% 58.7%
わからない

27.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=934

二種免許を持たない一般ドライバーが運転する車には乗りたくない

二種免許を持っていなくても、所定の講習を受けたドライバーであれば問題ない

7.0% 14.3%
ドライバーにはなれない

57.2%

わからない

21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=862

条件が合えば、副業としてドライバーになってもよい

地域に役立つならば、できる範囲でドライバーになってもよい
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第 6章 地域公共交通の課題と計画の理念・目標 
 

 

１．地域公共交通の課題 

1-1公共交通利用者層の減少を見据えた交通再編 

⚫ 本市における世帯数と乗用車保有台数を比較すると、減少傾向の世帯数に対して、令和2年

度の乗用車保有台数は増加(1 世帯当たりの乗用車保有台数 1.82 台)となっており、自動車

交通への依存度が高まりつつあります。 

 
⚫ 本市の場合、主な公共交通の利用者は通学利用の小中学生や高校生、運転免許を持たない高

齢者ですが、特に年少人口は令和 2年から 10年間で 40％減少する見込であり、利用者の

減少が見込まれます。 

⚫ 生活福祉バスや乗合タクシーの主な利用者層である高齢者数は、令和 2年からの 10年間で

14％減少すると推計されますが、実質的な利用者層である独りでバスやタクシーに乗り降

りでき、かつ運転免許を持っていない高齢者は、運転免許保有率の上昇や高齢化により、令

和 2年から 10年間で半減すると予想されています。 

⚫ 持続可能な公共交通網の形成には、公共交通利用者層の減少を見据えた交通再編が必要です。 

 

1.62 
1.56 

1.63 1.66 

1.82 

0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H12 H17 H22 H27 R2

乗用車保有台数と世帯数の推移

乗用車保有台数 世帯数 1世帯当たりの保有台数

台・世帯

台/世帯

資料：岡山県統計年報

6,915 7,520 7,503 7,058 6,418 

4,989 3,606 2,528 
1,849 

1,579 

58.1%

67.6%
74.8%

79.2% 80.3%

-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

R2年 R7年 R12年 R17年 R22年

65歳以上の運転免許保有率と運転免許非保有者数の将来推計

運転免許非保有者数

運転免許保有者数

運転免許保有率
11,904 11,126

10,031
8,907

7,997

※H27,R2国勢調査人口に基づくコーホート推計人口、年齢別・男女別運転免許保有率から試算

(人)

第６章 
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1-2交通空白地域の削減 

⚫ 本市では、駅・バス停留所から半径 400ｍ圏外を公共交通空白地域と定義しており、主な

公共交通空白地域は、有漢地域、成羽地域、高梁地域周辺部に拡がっています。 

⚫ 250ｍメッシュ人口から算出した交通空白地域人口は約 3,100 人で、全人口に占める割合

は 10.7％となっています。 

⚫ 特に有漢地域と成羽地域の交通空白地域人口は、本市の交通空白地域人口の 64％を占めて

います。 

⚫ 高梁北、高梁東地域では、生活福祉バス8路線がきめ細かく走っており、交通空白地域は一

部に限られています。しかし、生活福祉バスは、7 路線が週 1 日、1 路線が週 2 日しか運

行していないとともに、1 日 1 往復のみ運行のため、利用機会はごく限られます。そのた

め、生活福祉バス沿線も実質的には、交通空白地域といえます。 

 

 

地 域 高 梁 高 梁 北 高 梁 東 有 漢 成 羽 川 上 備 中 総 計

R2国調人口(a) 14,243人 2,772人 2,001人 1,966人 4,071人 2,426人 1,593人 29,072人

250ｍメッシュ人口(b) 14,248人 2,768人 1,998人 1,964人 4,079人 2,422人 1,585人 29,064人

交通空白地域人口(c) 543人 439人 160人 797人 1,164人 0人 0人 3,103人

ｃ/ｂ 3.8% 15.9% 8.0% 40.6% 28.5% 0.0% 0.0% 10.7%

※交通空白地域：  駅、バス停・フリー乗降区間から400ｍ圏外域(乗合タクシー運行区域を除く)。

▼交通空白地域人口

▲交通空白地域 

主な交通空白地域 

高 梁 

有 漢 

成 羽 

高梁北 

高梁東 
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⚫ 一方、高齢者ドライバーによる交通事故が近年多発し、運転免許の自主返納への関心が高ま

りつつありますが、日常的に利用できる公共交通がない地域においては、運転免許を返納し

たくてもできないのが現状です。 

⚫ 運転免許を返納しても安心して暮らせるまちづくりの観点から、交通事業者との連携を図り

ながら、車を持たない高齢者等が、日常生活に困らないように各地域の実情に応じた移動手

段を確保し、交通空白地域の削減を図っていかなければいけません。 

 

1-3乗務員不足への対応 

⚫ 民間路線バス事業者やタクシー事業者は、乗務員の確保に努められていますが、全国的に公

共交通サービスの担い手となる乗務員が慢性的に不足している中、国の働き方改革の一環で

2024年４月からの改正「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の適用により、

運行に必要な人員が増え、乗務員不足に拍車がかかる可能性が高く、乗務員不足に応じた減

便や路線廃止等が中長期的に続くと考えられます。 

⚫ コロナ禍で縮小していた貸切バス需要が急速に増加していますが、民間路線バス事業者は路

線バスを維持していくため、貸切バスへ回せる乗務員は少なく、多くの収益機会を逸してい

ます。 

⚫ タクシー事業者も将来的には乗務員不足が懸念されています。 

⚫ 持続可能な地域公共交通を考えるうえで乗務員は要であり、乗務員の確保は避けて通れない

課題です。 

⚫ こうした状況を踏まえ、民間路線バス事業者の経営的視点も含めた中長期的な視点に立って

路線バスを中心とした地域公共交通の在り方を検討することが重要です。 

 

1-4公共交通関連財政支出の抑制 

⚫ 公共交通利用者層の減少が予想される中、持続可能なサービスを提供するためには、利用者

目線で利便性を確保しつつ、交通関連財政支出を抑制していかなければいけません。 

⚫ 生活福祉バスの利用者の減少により、1 人 1 回当たりの運行経費は、タクシー運賃の 2 倍

以上となっています。 

⚫ 地域の実情に応じたサービスの提供と交通資源の適正配分を基本に運行方法等の見直しが必

要であり、利用状況を正確に把握することで、需要に見合った財政支出の適正化が必要とな

ります。 

⚫ 燃料費や人件費の上昇など、運行経費の上昇が避けられない中、それに合わせた運賃の値上

げや、サービス水準及び利用量（距離・時間等）に見合った受益者負担も考慮します。 

⚫ 運賃の値上げ等をする場合は、単に周知するだけでなく、利用者や住民が値上げの妥当性を

理解できる情報を合わせて提供するなどの配慮が求められます。 
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1-5公共交通の利用促進 

⚫ 公共交通の利用促進には、先ず利用しやすい環境を整える必要があり、次のような視点から

既存の公共交通について検討していきます。 

 交通結節点や乗降の多い停留所の待合環境 

 駅・停留所から主要目的地となる学校・職場・医療機関・商業施設等へのアクセス性 

 運行車両の乗降容易性 

 乗務員のホスピタリティ 

⚫ 公共交通は「乗って守る」が基本ですが、地域にとって「乗って守りたい」と思う公共交通

とはどうあるべきか、あるいは、運転免許を返納しても、安心して暮らせると思える公共交

通とはどうあるべきか、運行経費や利用者負担も考慮しながら住民とともに考えていかなけ

ればいけません。 

⚫ 利用促進策の検討にあたっては、全国で取り組まれている様々な移動サービス・利用促進等

の情報収集も必要です。 

⚫ 公共交通への住民意識を高めるためにも、利用状況や収支状況等の情報を住民に対して十分

に周知を行い、理解を求めます。 

 

２．計画の基本理念 

高梁市総合計画では、「“ つながり”から創る心豊かなまちづくり」を基本理念とし、地域公共

交通に関しては、「利用しやすく効率的な公共交通の維持」「利用促進」を施策の展開方針としてい

ます。 

人々の暮らしや活動を支える社会基盤として、また、上位・関連計画において求められている

役割や地域公共交通の課題を踏まえ、地域づくりの観点から本計画の基本理念を「地域をつなぎ、

未来につなぐ地域公共交通」とします。 

 

 

  

地域をつなぎ、未来につなぐ地域公共交通 

人と人とのつながり、自然や歴史、文化等とのつながりを大切にし、心豊かに暮らせる

まちづくりに向けて、これを支える持続可能な地域公共交通を目指します。 
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３．計画の基本目標 

本市における地域公共交通計画の基本目標を以下の通り設定します。 

基本目標１．地域とともに育む地域公共交通 

誰もがどこでも日常生活に必要な公共交通サービスを享受できる社会基盤として地域公共交通

網を構築し、運転免許を返納しても、安心して暮らせるまちを目指します。 

◆乗合タクシーの拡充 

乗合タクシー運行区域を必要な地域へ順次拡大するとともに、オンデマンド化1“を推進し

ます。 

◆地域のバスや乗合タクシーに続く交通手段の導入検討 

オンデマンド型乗合タクシーを補完するものとして、運行事業者での対応が難しい辺縁部

地域内の移動利用を中心に公共ライドシェア2の導入を検討します。 

◆次世代型公共交通の研究・検討 

自動運転や予約システム、AI を中心とした次世代型の公共交通の導入(MaaS3“等)につい

て研究、情報収集を行います。導入に際しては本市の地勢や公共交通体系に見合うものなの

か、十分に検討します。 

 

基本目標２．持続可能な地域公共交通 

交通資源の適正配分に努め、持続可能な地域公共交通網の構築を目指します。 

◆路線バスの見直し 

路線バスは幹線を中心にその利便性の向上に努めるとともに、乗務員不足、長時間拘束の

削減の視点から乗務員の効率的なシフト体制を踏まえ路線を再編します。 

◆公共交通利用促進施策の拡充 

地域公共交通の利用促進を図るため、通学支援制度の拡充や利用可能な交通網の周知拡大

に努めます。 

 

  

 
1 オンデマンド化：本計画におけるオンデマンド化とは、運行ダイヤを設定せず、一般のタクシーのように運行日の運行時間内であ

れば、何時でも電話で呼ぶことができる運行体制の整備を目指すものです。なお、一般のタクシーと同様に利用申し込み時に

空車がなければ、空車が出るまで待つ必要があります。 

2 公共ライドシェア：ライドシェアとは、個人が自家用車を利用して有償で他人を運ぶ配車サービスのことであり、公共ライドシェアと

は、地方自治体が行うライドシェアで、従来から運行されている「自家用有償旅客運送」に該当します。特に公共交通空白地

や高齢化地域での移動手段の確保を目的とし、利用者の移動ニーズに応じて運行されています。 

3 MaaS（Mobility as a Service）：地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交

通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地

における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。

（出典：国土交通省ホームページ） 
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第 7章 計画の目標を達成するために実施する事業 
 

 

１．施策体系 

前章で掲げた目標を達成するため、以下に掲げる事業を関係者で実施します。 

目  標 実施する事業 事業概要 
対応する 
課題 

基本目標１． 
地域とともに育む 
地域公共交通 

1-1 乗合タクシーの拡充 

⚫ 運行区域の拡大 

⚫ オンデマンド運行の導入 

⚫ タクシーと乗合タクシーの併用運行へ転換 

⚫ 定額運賃から距離制運賃へ変更 

⚫ 利便増進実施計画の策定 

⚫ 運行規程等の整備 

⚫ 曜日運行の生活福祉バスの廃止 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-2 地域のバスや乗合タク
シーに続く交通手段の
導入検討 

⚫ 事業化可能性調査 

⚫ 自家用有償旅客運送の活用 

⚫ 運行実施計画の策定 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-3 次世代型公共交通の研
究・検討 

⚫ GTFS-JP データの整備 

⚫ 次世代モビリティに関する事例研究 

⚫ MaaS の導入検討 

1-2 

1-3 

1-5 

基本目標２． 
持続可能な地域 
公共交通 

2-1 路線バスの見直し 

⚫ 路線バスの再編 

⚫ 学校再編による路線バスの活用 

⚫ スクールバス等運行委託先の確保 

1-2 

1-3 

1-4 

2-2 公共交通利用促進施
策の拡充 

⚫ 通学支援制度の拡充 

⚫ 公共交通網の周知・環境整備 

⚫ 高梁市タクシー利用助成事業の見直し 

1-4 

1-5 

 

  

第７章 
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２．地域公共交通の位置づけと確保・維持の方向性 

本市の公共交通の位置づけ、役割および確保・維持の方向性は次に示すとおりです。 

 

位置
づけ 

役割 交通手段 確保・維持の方向性 

広
域
幹
線 

本市と近隣市町を結び、

市民生活（通勤・通学、

通院・買い物等）での移

動を担う幹線交通 

JR 西日本 (株) 

伯備線 

備北バス(株) 

高梁駅～呰部線 

高梁駅～吉川線 

地頭～岡山線 

地頭～高梁駅線 

中鉄北部バス(株) 

勝山～岡山線 

本市と近隣市町を結ぶ公共交通で

あり、特に通学において重要な役割

を担っています。 

路線バスに関しては、民間事業者の

経営努力だけでは維持が困難である

ため、地域公共交通確保維持改善

事業（幹線補助）を活用し、維

持・確保に努めます。 

地
域
幹
線 

市内各地域の拠点間を

結ぶとともに、中心市街

地とを結び、市民生活

（通勤・通学、通院・買

い物等）での移動を担う

幹線交通 

備北バス(株) 

16 系統 

※うち３系統は隣接する吉

備中央町まで運行 

生活福祉バス 

5 路線（通学利用） 

市民生活、特に通学において重要な

役割を担っています。 

乗務員不足、乗務員の長時間拘束

の削減の視点から乗務員の効率的

なシフト体制を踏まえた路線の再編

を進め、維持・確保に努めます。 

地
域
支
線 

集落と市内各地域の拠

点や主要施設を結び、地

域内での移動を担う支線

交通 

備北バス(株) 

5 系統 

生活福祉バス 

11 路線（曜日運行） 

乗合タクシー 

川上ふれあいタクシー 

備中ふれあいタクシー 

玉川ふれあいタクシー 

松原ふれあいタクシー 

生活福祉バス（路線定期運行）か

ら乗合タクシー（オンデマンド型区域

運行）への転換を進めるとともに、運

行区域を市内全域へ拡大し、利便

性の向上と潜在需要の掘り起こしを

図ります。 

市内全域での乗合タクシーの運行

は、市単独での維持が困難であるた

め、地域公共交通確保維持改善事

業（地域内フィーダー系統確保維

持費国庫補助金・車両減価償却費

等国庫補助金）を活用し、維持・

確保に努めます。 
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▲地域公共交通網整備イメージ 

  

備中 

高梁東 

高梁北 

川上 

成羽 

有漢 

高梁南 

地域公共交通網整備のイメージ 

◆広域幹線・地域幹線 

・通勤・通学利用の利便性向上 

・需要に応じた交通資源の適正配分 

◆乗合タクシー 

・交通空白地を解消 

・運行態様：オンデマンド型区域運行 

(フィーダー補助を予定) 乗合タクシーを検討する地域 

広域幹線(幹線補助) 

地域幹線 

地域拠点 交通拠点 



44 

 

３．実施する事業 

施策体系に示した各事業の詳細は以下の通りです。 

基本目標１．地域とともに育む地域公共交通 

事業 1-1 乗合タクシーの拡充 

【事業の背景】 

⚫ 交通空白地域人口は約3,100人で、全人口に占める割合は10.7％となっており、特に車を

持たない高齢者が、日常生活に困らないように駅や主要バス停への交通手段を確保し、交通

空白地域の削減を図っていく必要があります。 

⚫ 生活福祉バスは、16路線のうち 11路線が週 1日～2.5日の曜日運行となっているととも

に、1日 1往復のみ路線が多く、利用機会はごく限られています。 

⚫ 生活福祉バスの 1 人 1 回当たりの運行経費は、タクシー運賃の 2 倍以上となっており、路

線定期での生活福祉バスの運行は、限界に来ていると言えます。 

⚫ 現行の乗合タクシーは、通院利用を想定してやや余裕をもって帰り便時刻を設定しているた

め、投薬のみの通院や買い物利用では帰り便まで1時間程度の待ち時間が生じるため、定時

運行による待ち時間の改善が求められています。 

⚫ 定時運行により運行経費が路線定期運行と同様に固定化され、利用者の減少により、1 人 1

回あたりの運行経費はタクシーを上回っており、運行効率の改善が必要です。 

 

【アンケート再掲】 

市民アンケート調査において、バス路線に替えて市で検討している乗合タクシーに関

する設問では、住んでいる地域にとって良いと思われるものとして「運賃が高くなって

もタクシー料金の半額以下で一般のタクシーのように利用できるほうが、より多くの人

が利用できて良いと思う」の回答が 47.8％と最も多く、「運賃の安い生活福祉バスのま

まが良いと思う」の 17.2％を大きく上回っています。 

 

 

17.2% 47.8%
わからない

35.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=908

住んでいる地域にとって良いと思うもの

運行日や運行便数は限られるが、運賃の安い生活福祉バスのままが良いと思う

運賃が高くなってもタクシー料金の半額以下で一般のタクシーのように利用できるほうが、より多くの人が利用できて良い

と思う（乗車機会は増加）
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【事業の内容】 

◆ 運行区域の拡大・見直し 

➢ 乗合タクシーが運行していない地域

へ地域の実情に応じて導入を検討し

ていきます。 

➢ 既に導入を行っている備中地域・川

上地域においても運用の見直しを検

討します。 

➢ 未導入地域においては運行区域を新

たに検討します。 

➢ 高梁地域の一部で運行している玉川

乗合タクシーと松原乗合タクシーに

ついては、高梁地域のその他の地域

への導入に合わせて、再編を行いま

す。 

➢ 運行区域の拡大とともに、効率的かつ迅速な送迎の観点から必要に応じて車両待機場所を

確保・整備します。 

◆ オンデマンド運行の導入 

➢ 定時運行から運行日の運行時間内であれば、タクシーと同様にいつでも乗合タクシーを呼

べる（利用できる）オンデマンド運行に切り替え、待ち時間の縮小を図ります。 

➢ 現行の乗合タクシーについては、タクシー事業者の受託体制その他の諸条件が整った時点

で導入を進めます。 

◆ タクシー車両を活用したタクシーと乗合タクシーの併用運行の検討 

➢ 交通資源の効率的運用の観点からタクシー事業者と調整を図りながら、地域の要望がある

＜設問＞ 
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場合は、タクシー車両を活用した乗合タクシー（タクシーと乗合タクシーの併用運行）の

運用を検討します。 

※現行の乗合タクシー（道路運送法 4条乗合）から同法 78条事業者協力型自家用有償運送に変更 

➢ タクシーとの併用運行により、平日の運行日の拡大を検討します。 

➢ タクシーとの併用運行により、乗合タクシー運行委託料を借上げ委託料から実績払い方式

（タクシー運賃相当額）へ転換し、タクシー料金を上回る運行経費の低減を図ります。 

➢ タクシーとの併用運行に伴い配車システムを導入し、乗合タクシーの運行状況（車両・日

時・利用者名・運賃・委託料等）を電子データとして記録し、事業者、乗務員の負担を軽

減するとともに、集計・分析作業等の効率化を図ります。 

◆ 定額運賃から距離制運賃へ変更 

利用区間により 300 円、500 円、700 円の一律料金から距離制運賃（タクシー料金の

1/2～1/3程度を想定）への転換など、利用者の負担を再検討します。 

◆ 利便増進実施計画の策定 

乗合タクシーの拡充にあたっての詳細な実施については、交通事業者と調整を図りながら

詰めるとともに、利便増進実施計画としてまとめます。 

◆ 運行規程等の整備 

オンデマンド型乗合タクシーは、利用区間や利用時間帯の制限はありますが、一般のタク

シーに近い運行となるため、利用者だけでなく、タクシー事業者、乗務員の誤認も危惧され

ます。そのため、タクシー事業者間、乗務員間でサービスや対応に差異が生じないように市

として運行規程、運行管理規程、乗務員服務規程、利用者マニュアル等を整備し、周知の徹

底を図ります。 

◆ 曜日運行の生活福祉バスを廃止 

オンデマンド型乗合タクシーの運行に合わせて、当該地域の曜日運行の生活福祉バスは、

原則廃止します。 

【期待される効果】 

利便性の向上（運行日の拡大、待ち時間の縮小） 

交通空白地域の削減 

収支率の改善 

公共交通関連財政支出の抑制 

【実施主体】 

高梁市、交通事業者 

【実施時期】 

令和7年度に実施計画を利便増進実施計画としてまとめ、関係者との合意が整った地域から

導入していきます。 
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事業 1-2 地域のバスや乗合タクシーに続く交通手段の導入検討 

【事業の背景】 

⚫ 乗務員不足 

➢ タクシーも路線バスと同様に乗務員が不足しており、オンデマンド型乗合タクシーの拡充

に伴い乗合タクシー乗務員の不足が懸念されます。 

➢ タクシー営業所は高梁中心市街地と成羽中心市街地にあり、辺縁部地域内の移動利用では

実車距離より回送距離が長くなり、乗務員不足を助長します。 

➢ 前述の乗合タクシー運行委託料の実績払い方式（タクシー運賃相当額）では、現実問題と

して辺縁部地域内の近距離移動利用への対応は困難が予想されます。 

【アンケート再掲】 

市民アンケート調査において、ライドシェア等の新しい移動サービス関する設問では、 

➢ ライドシェアの利用について「一般ドライバーが運転する車には乗りたくない」

13.7％、「所定の講習を受けたドライバーであれば問題ない」58.7％と、ライドシェ

ア等には全体として肯定的です。 

 

➢ ライドシェアのドライバーに関して回答者の5人に1人が「ドライバーになってもよい」

と回答しています 

 

13.7% 58.7%
わからない

27.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=934

ライドシェアの利用について

二種免許を持たない一般ドライバーが運転する車には乗りたくない

二種免許を持っていなくても、所定の講習を受けたドライバーであれば問題ない

7.0% 14.3%
ドライバーにはなれない

57.2%

わからない

21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=862

ライドシェアのドライバーについて

条件が合えば、副業としてドライバーになってもよい

地域に役立つならば、できる範囲でドライバーになってもよい
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【事業の内容】 

◆ 事業化可能性調査 

➢ オンデマンド型乗合タクシーの補完を前提に乗合タクシー運行委託事業者と公共ライド

シェアに関する必要条件（運転者講習・各種保険・管理運営方法・責任分担・リスク管理

等）や対象とする地域・利用範囲について協議し、整理します。 

➢ 必要条件を満たすための初期費用、運営費用を試算し、乗合タクシー運行委託事業者と役

割・費用・責任分担を踏まえてライドシェア管理運営委託費、ライドシェアドライバー報

酬等を協議し、整理します。 

➢ 想定する対象地域において、ライドシェアドライバー・車両に関する具体的な設定条件

（案）を提示したヒアリング調査・アンケート調査を実施し、事業の要となるドライバー

確保の可能性を探り、乗合タクシー乗務員が不足する、または不足が予想される地域にお

いて、住民説明会を実施し、ライドシェアドライバーの募集を想定します。 

◆ 自家用有償旅客運送の活用 

「交通空白地有償運送」や「福祉有償運送」により、民間事業者では対応の難しい地域等

において、移動手段を確保することを含め、持続可能な手法を探ります。 

◆ 運行実施計画の策定 

乗合タクシー運行委託事業者等と調整を図り、運行実施計画を策定するとともに、乗合タ

クシー運行管理規程等をベースに、ライドシェア等の運行管理規程、乗務員服務規程等を整

備します。 

 

  

＜設問＞ 
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【期待される効果】 

乗合タクシー乗務員不足の緩和、辺縁部地域内の近距離移動手段の確保 

自営業者等の収益機会・退職者等の就労機会の創出 

乗合タクシー運行経費の抑制、公共交通関連財政支出の抑制 

交通空白地域における公共交通の確保 

【実施主体】 

高梁市、交通事業者、住民 

【実施時期】 

令和8年度に事業化可能性調査を実施し、オンデマンド型乗合タクシー導入地域を前提にド

ライバーの確保及び関係者との合意が整った地域から導入していきます。 

 

 

事業 1-3 次世代型公共交通の研究・検討 

【事業の背景】 

⚫ 公共交通においても ICT や MaaS を活用した様々なサービスが普及しており、こうした技

術を導入することで、今後、より便利に公共交通を利用できる可能性があります。 

＜広く普及しているサービス例＞ 

乗 換 案 内 
サ ー ビ ス 

⚫ 出発地と出発予定時刻及び目的地を入力すると、目的地までの所要時間や運賃と利
用する交通機関毎の利用便・所要時間・運賃を案内。 

⚫ 来訪者（旅行者）の多くが利用。 

⚫ 日頃バスを利用しない人が、利用に際して運行ダイヤ等の確認のために利用。 

予 約 ・ 配 車 
シ ス テ ム 

⚫ タクシーの予約・配車システムをベースに開発された自宅送迎を基本とした乗合型区域
運行用の配車システム。 

⚫ 市町村が事業主体となるデマンド型区域運行への導入が進みつつある。 

【事業の内容】 

◆ GTFS-JP データの整備 

中高生等若年利用者やインバウンド観光客、今後より増加していくインターネットを使い

慣れた高齢者など、様々な利用者層の利便性を向上するため、乗換案内サービスや Google

マップなどを活用し、インターネット上で経路検索ができるよう、路線バスの GTFS-JP

データの整備を進めます。 

◆ 次世代モビリティに関する事例研究 

次世代モビリティに関する技術開発の現状や各地での導入事例の研究を進めるとともに、

地域づくりに必要な地域資源（人・物）の移動コスト削減や一元管理の視点から、必要なシ

ステム等の導入を検討していきます。 

◆ MaaS の導入検討 

市内在住者が鉄道やバスを乗り継いで市外の目的地へ行く、鉄道を使って来訪した観光客

が二次交通に乗り換えて市内を回遊するなど、複数の移動手段を組み合わせて利用する際に 
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一括して検索、予約、決済を行うこ

とができる MaaS プラットフォー

ムの導入を検討します。 

【期待される効果】 

公共交通網全体の利便性の向上 

公共交通サービスの効率化 

クロスセクター効果4の向上 

公共交通の利用促進 

【実施主体】 

高梁市、交通事業者 

【実施時期】 

➢ GTFS-JPデータの整備について

は路線バス事業者と協力し、令和

８年度から行います。 

➢ 次世代モビリティに関する事例研

究については、導入を行った市町

村の事例を参考とし、令和１０年

度より研究を行います。 

 

 

 

  

 
4 クロスセクター効果：地域公共交通が、経済振興や健康・医療、福祉・介護、教育・スポーツ、環境・エネルギー等の他の行政

分野における公的負担額を軽減している効果 

MaaS イメージ図（出典：国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ） 
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基本目標２．持続可能な地域公共交通 

事業 2-1 路線バスの見直し 

【事業の背景】 

⚫ 運行経費の増大 

利用者の減少が続く中、人件費、燃料費等の上昇により、運行経費は今後も増加していく

ものと予想されます。 

⚫ 路線の見直し基準 

第２次高梁市地域公共交通網形成計画では、4 条路線バスは収支率 30％未満、生活福祉

バスは 1便当たりの利用者数 3人未満を路線の見直し基準としています。 

路線バスの半数近くの路線が収支率 30％未満となっており、生活福祉バスのうち年間運

行日数 200日以上の 5路線すべてが 1便当たり 3人未満となっています。 

 

 

⚫ 貸切バス等の収益機会の逸失 

インバウンド需要を含めた観光需要の急速な回復に合わせ貸切バス需要が拡大しています。

しかし、バス事業者は、乗務員不足の中、路線バスの維持のため、貸切バス需要に対応しき

れず、結果として多くの収益機会を逸しています。 

⚫ 一体的な交通再編 

今後の公共交通利用者層の減少や運行経費の増大を見据えるとともに、乗務員不足の解消

に向け、交通資源の適正配分の観点から、生活福祉バスや路線バスだけでなく、乗合タク

シーやスクールバスを含めた一体的な交通再編が必要です。 

起点 主な経由地 終点 収支率 起点 主な経由地 終点 収支率

高 梁 駅 塩 坪 呰 部 32.1% 平 川 古 町 高 梁 駅 17.0%

高 梁 駅 リ ハ ビ リ 吉 川 46.7% 陣 山 三 本 松 高 梁 駅 21.3%

地 頭 古 町 岡 山 39.9% 陣 山 井 谷 高 梁 駅 27.5%

地 頭 古 町 高 梁 駅 47.4% 大 和 坂 本 高 梁 駅 20.6%

山 際 花 木 川 面 駅 16.2% 丸 岩 八 石 川 面 駅 34.1%

金 倉 有 漢 IC 高 梁 駅 35.8% 高 梁 駅 吉 備 国 際 高 梁 駅 48.6%

神 原 新 町 高 梁 駅 44.8% 山 際 川 面 高 梁 駅 42.6%

東 村 大 和 高 梁 駅 17.6% 丸 岩 祇 園 高 梁 駅 47.7%

吹 屋 川 面 高 梁 駅 25.9% 丸 岩 祇 園 古 瀬 口 20.5%

穴 田 川 面 高 梁 駅 10.2% 高 梁 駅 川 関 口 有 漢 IC 29.3%

穴 田 笹 尾 高 梁 駅 33.9% 川 合 成 羽 高 梁 駅 26.6%

宇 治 ヒ キ 谷 穴 田 48.6% 坂 本 成 羽 高 梁 駅 22.6%

成 羽 県 民 局 高 梁 駅 32.1% 天 満 屋 BC 賀 陽 IC 勝 山 58.4%

※赤字は、収支率30％未満

▼民間路線バス収支率（令和5年度）

運 行 地 域 成　　　羽

路 線 名 宇 治 線 七 地 線 正 寺 線 高 山 市 線 光 松 線

年 間 運 行 日 数 238日 359日 359日 359日 359日

1便当たりの利用者数 2.27人 0.59人 0.19人 0.41人 0.03人

注）利用者数は、一般利用者数（小中学生を除く）

川　　　上

▼生活福祉バス（曜日運行路線を除く）の1便当たりの利用者数（令和3年度）
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【事業の内容】 

◆ 路線バスの再編 

➢ 生活福祉バスは、バス事業者へ運行を委託しています。そのため、民間路線バスと生活福

祉バスを一体的に捉え、乗務員不足の解消、長時間拘束の削減の視点から乗務員の効率的

なシフト体制に向けて、バス事業者と調整を図りながら路線を再編します。 

➢ 乗合タクシーの拡充に伴い、路線バスの通院・買い物利用の多くは、乗合タクシーで補完

できます。そのため、路線バスは主に通勤・通学利用を対象に、利用実態を詳細に把握し

た上で、利便性を考慮して再編を進めます。 

◆ 学校再編による路線バスの活用 

生活福祉バスのうち、川上地域と成羽地域の宇治線は通学利用がほとんどを占めています。

また、路線バスにおいても通学利用がほとんどを占める路線がいくつかあります。通学利用

者の利便性の向上及び効率的運行の観点から運行事業者、教育委員会、小中学校と調整を図

りながら路線バスを登下校で活用できるよう検討します。 

◆ スクールバス等運行委託先の確保 

スクールバスや生活福祉バスの運行委託要件等を見直すとともに、運行管理規程、乗務員

服務規程、利用者マニュアル等の整備など安全運行管理体制を整え、バス事業者に代わる新

たな運行委託先の確保に努め、バス事業者の乗務員不足の緩和を図ります。 

【期待される効果】 

通学利用者の利便性の向上（通学に適した運行ダイヤ等） 

路線バス乗務員不足の緩和、公共交通関連財政支出の抑制 

【実施主体】 

高梁市、交通事業者、学校 

【実施時期】 

オンデマンド型乗合タクシーの導入に合わせて、対象地域ごとに実施します。 

 

事業 2-2 公共交通利用促進施策の拡充 

【事業の背景】 

⚫ 市では、高校生バス通学費補助金制度により、路線バス通学定期券購入費用の２分の１を補

助しています。 

⚫ 高校に通学する生徒は、路線バスだけでなく JR も利用しているため、それぞれの公共交通

機関に対して利用促進が必要です。 

⚫ 登校は保護者等が自家用車送迎、下校は路線バスを利用している生徒がいる一方で、反対に

登校は路線バスを利用し、下校は部活動等の関係で保護者等の自家用車送迎の生徒も多くい

ます。 

⚫ 高校生の登下校の利便性を図るため、路線バスや JR へのダイヤ変更等の要望を行っていま

す。 
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【事業の内容】 

◆ 通学支援制度の拡充 

➢ 高梁市高校生バス通学費補助金制度を拡充します。 

➢ 高校生通学費補助金制度として、JR通学定期券への適用拡充を検討します。 

➢ 高校生バス通学費補助金制度は、市内在住者を対象としていますが、一部の路線について

は、市内の高校に通学する市外在住者への適用拡大を図ります。 

➢ 片道通学定期券について、路線バス事業者と調整を図り、導入に努めます。 

 

◆ 公共交通網の周知・環境整備 

➢ 市ホームページや毎年発行を行う「高梁市公共交通時刻表」において、JR や路線バス等

の時刻や運賃を周知します。 

➢ 公共交通の運行や利用、収支についての説明を各地域や市ホームページにおいて行います。 

➢ 路線バスの運行スケジュールを見直し、利用者のニーズ（例えば、通勤時間帯や学校の始

業・終業時間に合わせたダイヤの調整や、主要な施設（病院、商業施設、観光地など）へ

のアクセスを強化）に応じたサービスを運行事業者とともに検討します。 

➢ 高梁市における公共交通の中心乗降場所である高梁バスセンターやその他バス停留所、鉄

道駅について、利用者の利便性に配慮した環境の改善整備（トイレやベンチ、待合所等）

を進めます。 

 

◆ 高梁市タクシー利用助成事業の見直し 

公共交通再編の状況に応じ、高梁市タクシー利用助成の地域・助成額等の見直しを行いま

す。 

 

【期待される効果】 

公共交通の利用促進、公共交通関連財政支出の適正化（利用に見合った支出） 

【実施主体】 

高梁市、交通事業者 

【実施時期】 

➢ 高校生バス通学費補助金制度の拡充及び片道定期券の導入については、関係部局、バス事

業者との合意が整えば、令和 7年度中に実施します。 

➢ 公共交通における周知は毎年度、環境の改善整備は随時実施します。 
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４．計画の達成状況を評価する指標 

本計画の達成状況を把握するため、次のとおり評価指標と目標値を設定します。 

指標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 12 年度） 

指標１ 

公共交通の 

年間利用者数 

325,681 人／年 266,000 人／年 

考え方 

アフターコロナにおける生活様式の変化や人口減少を考慮すると、現在の利用を維持していくこ

とは厳しい状況ですが、地域住民への利用促進施策や乗合タクシー運行区域の拡大とオンデ

マンド化の推進により利用の減少を最小限にとどめます。 

データの取得方法 

＜民間路線バス＞バス事業者保有系統別データ（集計期間は 10 月～9 月） 

＜生活福祉バス＞運行事業者実績報告（集計期間は 4 月～3 月） 

＜乗合タクシー＞運行事業者実績報告（集計期間は 4 月～3 月） 

指標 2 

公共交通の 

収支率 

 

33.3％ 35％ 

考え方 

利用者の減少や運行経費の上昇を見据えた交通再編により、交通資源の適正配分に努め、

公共交通全体としての利便性を確保しつつ、現行の収支バランスの見直しに努めます。 

※収支率＝経常収益（補助金は含まない）／経常費用 

データの取得方法 

＜民間路線バス＞バス事業者保有系統別データ（集計期間は 10 月～9 月） 

＜生活福祉バス＞運行事業者実績報告・市決算報告（集計期間は 4 月～3 月） 

＜乗合タクシー＞運行事業者実績報告・市決算報告（集計期間は 4 月～3 月） 

指標 3 

市の公共交通

関連財政支出 

2 億 9,319 万円／年 2 億 9,000 万円／年 

考え方 

前述の収支バランスを見直しつつ、財政支出も現状の維持に努めます。 

データの取得方法 

・公共交通関連会計決算報告書 

指標 4 

公共交通 

による 

人口カバー率 

89.3％ 98％ 

考え方 

乗合タクシー運行区域の拡大により、交通空白地域の削減を図ります。 

データの取得方法 

・R2、R7 国勢調査に基づくメッシュ人口から算出 
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５．事業の進捗管理・評価と事業実施スケジュール 

5-1事業の進捗管理・評価 

目標の達成に向けて、住民・交通事業者・行政及びその他関係機関が課題を共有するととも

に、本市の公共交通がまちづくりと連動し、住民生活を支えるシステムとして確立するように

事業を推進します。 

事業の実施にあたっては、地域公共交通を取り巻く情勢変化（利用者層、利用ニーズ、技術

革新、運行事業者等）に柔軟に対応する必要があります。このため、各事業の実施においては

Plan（事業の詳細計画）・Do（実施）・Check（評価）・Act（改善点の抽出）による PDCA

サイクルを導入し、高梁市地域公共交通会議において適宜見直しを行い、より良い取組となる

よう改善します。具体的には、それぞれの事業の詳細計画立案及び評価指標を各事業の開始の

際に設定し（Plan）、それに向けた取組の実施（Do）、事業実施以降の毎年度、その取組につ

いて目標に対する達成度や新たに生じた課題・問題点の整理を行い（Check）、改善点の抽出

により次年度の取組につなげていきます（Act）。 

また、本計画全体に関しても、計画の中間年次、最終年次に目標指標に対する評価を行い、

適宜計画全体の見直しを行います。 

長期的な事業進捗管理、評価スケジュール 

 

年間単位の進捗管理、評価スケジュール 

 

  

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

事業実施

目標達成状況の評価

事業実施状況の評価

改善・反映

令和13年度令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和12年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事 業 の 実 施

高梁市地域公共

交 通 会 議
● ● ●

Plan：次年度実施事業の検討

Do：事業の実施

Check：目標達成状況とAct：改善・反映
事業実施状況の評価
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5-2事業実施スケジュール 

 

 

 

  

上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

1-1

乗合タクシーの拡充

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1-2

地域のバスや乗合タ

クシー に続く交通手

段の導入検討

1-3

次世代型公共交通

の研究・検討

2-1

路線バスの見直し

2-2

公共交通利用促進

施策の拡充

※ ◆：利便増進実施計画の更新

令和

13年度

令和

12年度

基本目標２

持続可能な地

域公共交通

目　　標 実施する事業

令和

7年度

令和

8年度

令和

9年度

令和

10年度

令和

11年度

基本目標１

地域とともに育

む地域公共交

通

事業化可能性調査

関係者の合意が整った地域にライドシェア等の導入を想定

利便増進実施計画策定

実証運行 本格運行

運行計画策定 本格運行

運行計画策定 本格運行

運行計画策定 本格運行

運行計画策定 本格運行

A地域

B地域

C地域

D地域

E地域

諸規定整備

再編計画策定 再編運行

再編計画策定 再編運行

再編計画策定 再編運行

再編計画策定 再編運行

再編計画策定 再編運行

A地域

B地域

C地域

D地域

E地域

MaaS の導入検討

次世代モビリティに関する事例研究GTFS-JPデータの整備

高校生への通学補助制度の実施・高梁市タクシー利用助成事業の見直し

公共交通網の周知・環境整備
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資料 
 

高梁市地域公共交通会議設置要綱 

平成１８年１１月７日 

告示第１８９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域住民の生

活に必要な旅客輸送の確保、地域の実情に即した輸送サービスの充実及び旅客の利便の増進

に必要な事項を協議するため、並びに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成

１９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「計画」とい

う。）の作成に関する協議及び計画の実施に係る連絡調整を行うため、高梁市地域公共交通会

議（以下「交通会議」という。）を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項 

（２）市運営有償運送に関する事項 

（３）計画の作成及び変更の協議に関する事項 

（４）計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

（５）計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

（６）その他交通会議が必要と認める事項 

（構成員） 

第３条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。 

２ 委員は、２０人以内とし、次の各号に掲げる者について市長が委嘱又は任命する。 

（１）一般旅客自動車運送事業者の代表 

（２）一般旅客自動車運送事業者の運転手が組織する団体の代表 

（３）住民の代表 

（４）利用者の代表 

（５）市の職員 

（６）道路管理者 

（７）鉄道事業者 

（８）学識経験者 

（９）前各号に掲げる者のほか、市長が交通会議の運営上必要と認める者 

３ 前項第４号の選任に当たっては、公募によるものとする。 

４ 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者残任期間とす

る。 

５ 委員は、再任することができる。 
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６ 専門員は、国及び県の職員で公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、市長が必要と

認めた者とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 交通会議に会長、副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集し議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開会することはできない。 

３ 会議の議決の方法は、委員による全会一致を原則とする。 

４ 前項により難い場合は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議

長がこれを決する。 

５ やむを得ない理由により会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、又は他の委員を代理人として表決を委任することができ

る。この場合において、前２項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

６ 会長は、必要に応じて委員及び専門員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことがで

きる。 

７ 会議は原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に

支障があると会長が認めるときは、この限りでない。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議結果の取扱い） 

第６条 交通会議において協議が整った事項について、委員及び関係者はその結果を尊重し、当

該事項の誠実な実施に努める。 

（専門部会） 

第７条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、専

門部会をおく。 

２ 専門部会の構成員は、委員の中から会長が選任する。 

３ 専門部会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。 

４ 専門部会は、申請内容の事前審査、交通会議の円滑な運営のための方法（関係者の合意に関

する部分を除く。）の審査を行い、専門部会において審査した事項に関して交通会議に報告す

る。 

（報酬等） 

第８条 委員の報酬及び費用弁償は、高梁市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（平成１６年高梁市条例第３５号）の定めるところによる。 

（事務局） 

第９条 交通会議の事務局を高梁市市民生活部市民課に置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務に関する事項） 
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第１０条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（監査） 

第１１条 交通会議に監査委員を２人置く。 

２ 交通会議の出納監査は、会長が別に定めた委嘱する監査委員によって行う。 

３ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（交通会議が解散した場合の措置） 

第１２条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを清算する。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会

議に諮って定める。 

 

 

   附 則 

  この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則(平成１９年３月１９日告示第５１号) 

  この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則(平成２１年３月１７日告示第２７号) 

  この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則(平成２１年８月１９日告示第２４０号) 

  この告示は、平成２１年８月１９日から施行する。 

附 則(平成２３年３月３１日告示第１０６号) 

  この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年７月３０日告示第１６０号） 

  この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２９年８月２３日告示第１５４号） 

  この告示は、平成２９年８月２５日から施行する。 

   附 則（令和２年１１月２５日告示第２８６号） 

  この告示は、令和２年１１月２７日から施行する。 

   附 則（令和６年３月２５日告示第４８号） 

  この告示は、公布の日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。 

   附 則（令和６年１１月２６日告示第１４４号） 

  この告示は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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高梁市地域公共交通会議構成員名簿 

 

区  分 所  属 役  職 氏 名 備考 

第３条第２項第１号 

備北バス株式会社 代表取締役 政 森  毅  

中鉄北部バス株式会社 営業部部長代理 清 水  亨  

備北タクシー株式会社 代表取締役 小野伸一郎  

〃  第２号 
私鉄中国地方労働組合 

備北バス支部 
執行委員長 植 田 寿 行  

〃  第３号 

高梁地域まちづくり協議会 会長 丸 山 英 明  

有漢地域まちづくり協議会 会長 植 木 哲 夫 副会長 

成羽地域まちづくり協議会 副会長 東  健 次  

川上地域まちづくり協議会 会長 山 本 榮 三  

備中地域まちづくり協議会 会長 岡 崎 重 登  

高梁市 

民生委員児童委員協議会 
 湯浅美登里  

〃  第４号 

公募  鳴 川 忠 男  

公募  清水美保子  

〃  第５号 市職員 政策監 内 田 弘 樹 会長 

〃  第６号 
岡山県備中県民局建設部 

高梁地域維持補修課  
課長 柴 田  昇  

〃  第７号 
西日本旅客鉄道株式会社 

中国統括本部岡山支社          
地域交通課長 栃 折 太 介  

〃  第８号 
岡山大学学術研究院 

環境生命自然科学学域  
教授 橋 本 成 仁  

第３条第６項 

中国運輸局岡山運輸支局 首席運輸企画専門官 吉 田 奈 美 専門員 

岡山県県民生活部 

県民生活交通課  
副参事 原  弘 好 専門員 

岡山県高梁警察署交通課  課長 河 合 利 隆 専門員 
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